
消費税軽減税率対策事業

事業計画作成のコツ

個別相談会 補助金上限
５０万円！

対象
事業者

●卸売業・小売業・サービス業
… 常時使用する従業員数 ５名以下

●製造業・建設業・宿泊業・娯楽業
… 常時使用する従業員数 ２０名以下

西海市商工会 TEL ３７－５４００ FAX ２７－１６７７

日時

４月２０日
（水）

４月２１日
（木）

４月２２日
（金）

各日とも１３時～１６時

会場
西彼農村環境改善センター

（西彼町）
商工会旧大島支所
（大島町）

大瀬戸コミュニティーセンター

（大瀬戸町）

専門家

リーフコンサルティング㈱

赤坂 行広 氏

中小企業診断士

元岡 正憲 氏

ＩＣＴコンサルタント

江崎 裕昭 氏

小規模事業者持続化補助金対応

専門家と商工会の経営指導員があなたの取り組みを支援します！

消費増税を乗り切る！



ご記入いただき商工会へＦＡＸして下さい
２７－１６７７

個別相談会 参加申込書
事業所名

参加者氏名

参加会場
（○印）

４月２０日（水）１３時～１６時
西彼農村環境改善センター

４月２１日（木）１３時～１６時
商工会旧大島支所

４月２２日（金）１３時～１６時
大瀬戸コミュニティーセンター

希望時間 （ ）時（ ）分～

※先着順で予定しますので、ご希望に添えない場合もあります。

※お申し込みいただいた方には、事前に職員がお伺いし、補助事業の説明等をさせてい
ただきます。

小規模事業者持続化補助金とは・・・

●消費者への広告宣伝費用や、顧客が利用しやすくなる店舗の改装
費などの、顧客増や売上増につながる取り組みに補助される国の
支援策です。

●申請し、採択された場合、取り組みにかかる対象経費の３分の２
（上限５０万円）が補助されます。

●西海市商工会が支援し、平成２６年に１１事業所、平成２７年に３０
事業所の申請が採択されています。


